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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。ただいまの出席議員は１３名でありま

す。

定足数に達しておりますので、これから、

平成２５年第１回美幌町議会定例会第１３日

目の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１３番橋本博之さん、１番新鞍

峯雄さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（浅野俊伸君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので御了承願います。

以上で、諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１１号から

議案第６６号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

１号美幌町と津別町の旅券交付申請及び交付

に関する事務の委託に関する規約の制定につ

いてから議案第６６号平成２５年度美幌町病

院事業会計予算についてまでの５６件を議題

といたします。

昨日に引き続き、質疑を行います。

議案第６１号平成２５年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第６１号の質疑を終わりま

す。

議案第６２号平成２５年度美幌町介護保険

特別会計予算について、歳入歳出一括して質

疑を許します。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 介護保険の繰入金、

３９５ページ、ここに、介護基金繰入金、１

番ですね、４,１９９万３,０００円となって

いますが、昨年、２４年、２５年、２６年の

介護保険計画の中で示された基金繰入金額

が、当初より６００万円ぐらい上乗せになっ

ていると。それで、２４年度中に介護保険の

制度一部見直しになり、保険料の収入ではな

く、支出の町負担金がふえたということと、

２３年度の繰り越しになる残高が１,５００

万円多くなったということの中で、介護保険

の３年間の運用の中で、どうにかこうにか、

今、手持ちの基金を使い切る形でも、お金が

残るのではなかろうかと。要するに、介護保

険が、前回の値上げが、おおむね５００円程

度の値上げを、最低限度で終わったと。た

だ、これも全部基金を使い切るということな

のですけれども、今年度のこの繰入金額が当

初よりふえているとなると、次年度以降も基

金が足りないとなると、介護保険が圧迫され

た場合、また町民負担もふえるのではなかろ

うかというのが予想されますので、今回の基

金繰り入れの分と、介護保険のこの残り２年

間の流れが、どのような形で民生部で考えて

いるのか、お示しください。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 介護保険の基金

についての状況でございますけれども、松浦

議員おっしゃるとおり、第５期介護保険事業

計画において、２４年度から２６年度まで、

介護保険料を繰り入れさせていただきまし
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た。その間においては、当初、介護給付費

サービスとの見込みをやった中では、３,２

００円から４,２００円ということの値上げ

でしたけれども、議員おっしゃられるとお

り、役場の介護保険の基金を繰り入れ、ある

いは、今までの基金の繰り入れをするととも

に、道の財政安定化基金を繰り入れする中

で、３,７００円に引き上げたところでござ

います。

議員御指摘のとおり、まだ２４年度の決算

は出ていませんけれども、当初３年間でそれ

ぞれを使って、２６年度末の基金残高につい

ては、１,５１５万９,０００円残る見込みで

ありました。それに伴って、今回、議員御指

摘のとおり、居宅介護給付費が伸びてござい

ますので、その残額１,５００万円、１,５１

５万９,０００円を繰り入れすることによっ

て、今現在のところ、２６年度の計画で、基

金全額を繰り入れする中で、介護保険料で対

応できるという考え方でおりますので、御理

解いただきたいというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今、馬場部長が、介

護保険料の伸びが当初より変わったという部

分で、居宅介護サービス費が、予定では６,

２００万円ぐらいかからない、要するに６,

０００万円ぐらいで推移するということだっ

たのですけれども、この居宅介護サービスが

ふえた理由が、聞き取りの中でも、僕の調査

でも同じなのですけれども、介護認定者、も

しくは認知症の人方が施設に入れないと。結

局、施設に入れない中で居宅サービスを受け

ざる得ないと。それで、これぐらい美幌町に

施設に入れない人がふえてきていると、もし

くは、この認定者がふえていると。聞き取り

の中でも、介護認定者が１,０００人近く

なったと。これも、１年前倒しでふえている

と。そうなると、美幌町の施設も、もう既に

５０人、１００人待ちと。今、網走管内の施

設についても、ほとんどが１５０人以上入居

待ちで、老健と別に、特老も含めて、そのよ

うになってきたと。それで、グループホーム

の認知関係については、もう手いっぱい、入

れないと。

そうなると、この施設を増設しても、また

介護保険料がふえるということの板挟みに

なっている中で、この介護保険がこれだけふ

えることについて、当初の計画からずれてい

るとなりますと、美幌町の福祉政策というよ

り、高齢者対策が、この介護制度では相当壁

が来るのではなかろうかとなりますね。そう

すると、この予算の中というより、そういう

高齢者対策の施設のあり方についても不安が

生じると。ですから、私はきのうの美英福祉

寮についても、どうなのだということなので

す。

この介護保険サービス費が、抑えることが

相当厳しいとは思いますが、ここで、この介

護保険のかかるお金を、美幌町で、ある程度

の制約なりコントロールはしていると思いま

すけれども、ここの部分を、部局として努力

はしているのですけれども、この制度そのも

のの流れが、美幌町の町民に対する負担金も

ふえるということになりますと、この昨年度

できたばかりの計画が、もう既に上方修正し

なければならないということを踏まえて、今

回の予算配置も含めて、あえて美幌町長であ

る土谷町長が、これについてどのような懸念

なりをお持ちなのか、意見をお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 介護保険自体、社会

全体で支えていこうという制度でありますか

ら、計画を立てて、そのまま計画どおりいく

ということは極めて難しいと思います。サー

ビスを制限することはできないですから。で

すから、認定を受けた方が、自分の介護度に

合わせてサービスを選ぶというのがこの制度

ですから、制限することはできないと思いま

す、それは。

それで、どうするかということになると、

やはり、一部負担いただくなり、町で面倒を

見るという方法しか現実的にはないのではな

いですか。逆に言えば、松浦議員、どういう

ふうに考えますか、どうしたらいいと思いま
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すか。

私はこれは、しっかりこの町で支えるとい

うことを、町民の皆さんと、やはり行政が、

公がしっかり支えないとだめだということで

ありますから、この介護保険自体が、社会み

んなの上で、みんなの手で支えようというシ

ステムですから。このシステムを、やはり守

らないとだめだと思っていますので、計画は

立てたけれども、それは３カ年計画の中で、

しっかり我々取り組んでいかないといけない

と思いますので、サービスを受ける方がふえ

たからといって、サービス制限できるわけで

はないですよ。施設も十分でないかもしれな

いですけれども、それは、だから、我々、民

間にお願いして、施設をつくってもらったり

して、なるべく負担を少なくする中で、やは

り高齢化社会に対応するシステムをしっかり

守っていこうということでありますから、３

年間でしっかりやりたいと、そのように思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 部局のほうでも、一

生懸命、この事業やる方々と、いろいろな取

り組みをしていると思います。町民の方も、

いろいろな苦労をしていると思います。で

は、どうするのかとなれば、本当に町民一丸

となって、高齢社会のこういう施設のあり方

どうする、サービスどうするということを、

もう今すぐにでも、この介護保険制度をどう

しますかという会議を開く、これしかないで

はないですか。多くの町民の意見を聞く作業

をするしかない、僕はそう思っています。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、議案第６２

号の質疑を終わります。

説明員の交代がありますので、暫時休憩い

たします。

午前１０時１１分 休憩

────────────────

午前１０時１２分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

議案第６３号平成２５年度美幌町公共下水

道特別会計予算について、歳入歳出一括して

質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第６３号の質疑を終わりま

す。

議案第６４号平成２５年度美幌町個別排水

処理特別会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第６４号の質疑を終わりま

す。

議案第６５号平成２５年度美幌町水道事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑を

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これで、議案第６５号の質疑を終わりま

す。

説明員交代のため、暫時休憩します。

午前１０時１３分 休憩

────────────────

午前１０時１４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

議案第６６号平成２５年度美幌町病院事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑を

許します。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 病院会計の中で、５

３３ページ、人件費の部分なりそれの関連の

確認をしたいと思います。

既に数年前から、地方公営企業の会計基準

の見直しということで、平成２６年度期首か
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ら今の会計基準が全て変わり、それに伴い、

年度内に起こる会計の処理、要するに、公営

企業会計から一般企業の会計になるとなる

と、それぞれの試算表から資産、あとはリー

スの関係、あとは積立金、その他の見直し作

業になるとなりますと、今の病院の会計事務

と別個に、新しくこれらの作業に相当ウエー

トがかかると。一歩間違うと、３月３１日に

つくる期首の試算表が間違うと大変なことに

なると。そうなると、国のほうの確認作業も

あり、それなりのスケジュールが、もう見込

まれていると思います。

そうなりますと、この４月、５月、６月に

かかる作業ですか、会計の切りかえ作業と確

認作業、あとは、国との打診の関係で、相当

人員が必要でないかと。もしくは、会計の専

門家に頼む形での経理の確認となりますと、

ここの人件費の中にそういう作業の分が

ちょっと見当たらないものですから、これら

の分について、どのぐらいの事務量が見込ま

れるのか。もしくは、日程的にどうなのか。

逆に、一つ言えば、これに対応して人員の増

員などが見込まれているのか。これについ

て、まずお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 会計基準の見

直し作業の件につきましては、今、スケ

ジュールを総務省に対して示して、それで一

定の方向づけをしながら、今、作業をする予

定であります。

しかしながら、人員のマンパワーの部分に

ついては、いわゆる財務会計システムを導入

をして、そして、省力化の中で対応していき

たいというふうに考えております。ただ、作

業の途中でマンパワーが足りないというよう

な話になれば、当然、臨時職員等を増員しな

がら対応していきたいと考えておりますの

で、現状のところ、公認会計士等に委託をす

るという考えは持ってございません。管内の

会議、あるいは全道的な会議の中でも、人員

を増強したいというような話になってござい

ませんので、状況を見ながら適切に対応して

いきたいと思っております。

日程については、主幹のほうからお答えを

させていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 病院総務主幹。

○病院総務主幹（橋本美典君） 議員御指摘

のとおり、公営企業会計制度が２６年の期首

から改正されるということで、現在、２５年

度予算の財務諸表への影響をシミュレーショ

ンの作業に入っております。今後、借り入れ

資本制度の廃止ですとか、みなし償却制度の

廃止、あるいは退職給付引当金等の引当金の

計上の義務化、これらに対応する部分で作業

が進んでいきますけれども、おおむね９月ご

ろをめどに作業を行っていきたいと考えてお

ります。これに伴いまして、一般会計等から

の負担区分の整理等もありますので、これに

つきましては、１２月、２６年度の予算編成

作業の中で一般会計等との調整を進めていき

たいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） よくわかりました。

ただ、私が危惧している部分において、どう

してもやはり、今、国保病院のいろいろな、

健全経営だとか、地域住民といい病院をつく

ろうということで、いろいろな作業をしてい

ると思うのです。相当数、事務の担当の方

も、そちらに翻弄されているのではなかろう

かという中で、役場職員だからというわけで

はないですけれども、今までやっている財政

の流れと全く違う、一般企業会計となります

と、つくる段階から相当の責任を持つ、もし

くは持たされるということになるのですね。

この一般企業会計そのものが、わかっている

職員がいっぱいいればいいのですけれども、

そんなにやったことないのではないかなと。

そうなると、合っているのか合っていないの

か、いいのかどうかも含めて、僕はある程

度、財務会計システムが変わっても、移行の

部分はいいのですけれども、逆にそれの

チェックだとか、今後の対応だとか、今後の

一般企業としての経営指数の考え方の段階
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で、期首、つくるとき、要するに、２５年度

の期末は旧来の財政会計だけれども、２６年

度から始まる期首のときまでの、２５年度と

併用した中での資産計上の仕方が相当重要な

ことになると思うのです。これによっては、

本当に、それはまた一般質問でやろうと思っ

てますけれども、そうなると、ある程度、判

断できるであろう人材なり会計の方に、ある

程度見てもらうだとか、それはどうしても必

要なのでないのかなと思いますので、この予

算について、緊急な場合にはその補正もあり

得るということですね、再度、もう一度確認

して終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 議員御指摘の

ように、作業過程の中で、場合によっては、

例えば、貸借対照表だとか、そういうものの

点検依頼ということは生じる可能性があるか

もしれません。そのことについては、適宜判

断をして、業務に支障がないように対応して

いきたいと思っております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

７番上杉晃央さん。

○７番（上杉晃央君） ５３１ページの不採

算地区病院の運営に要する経費として、交付

税措置６,７３２万円、御存じのとおり、平

成２５年度で、この特例措置も終了すること

になります。私は、この制度が変わった経緯

からすると、さらに、この財政措置の延長と

いうことは極めて困難ではないのかなという

ふうに思っております。

そこで、美幌町を含めて、道内に、ほかの

同じような形で財政支援を求めている自治体

病院がありますので、今までとは違った新た

な切り口で、この不採算地区病院の経営に資

するための国の支援を求めるべきではないか

なと思いますが、町長としてのそういう考え

方についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 現在、この不採算地

区病院の特別交付税なのですけれども、この

制度が変わるときには、道内四つの町があり

ましたけれども、そのうち一つがこの基準に

当てはまって、今現在三つということで、昨

年も、３町の首長と担当者が国に行って、い

ろいろ実情を訴えてきております。それは、

旧政権のときの先生方にもお願いをしたので

すけれども、今、政権が変わったので、もう

一回やり直しだなと思っていますけれども、

切り口をやっぱり変えていかないとだめだと

思います。それともう一つは、その３町が置

かれている条件がちょっとずつ違うので、そ

れぞれに合った切り口を変えるということが

重要なのですけれども、いずれにしろ連携を

とって、それと北海道町村会、あるいは道庁

ともしっかり連携をとりながら、また、アド

バイスをいただきながら、何とか切り口変え

た中で、６,０００万円あるいは７,０００万

円の特別交付税を何とか確保したいという思

いで、今後もそういった訴えを引き続き継続

していきたいと、そのように考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ７番上杉晃央さん。

○７番（上杉晃央君） 町長のお話のよう

に、やはり切り口を変えていかないと私も本

当に難しいと思いますので、他の３病院と

の、共通する部分は力を合わせながら、ぜひ

取り組んでいただきたいと思うのですけれど

も、そこで、疑問点整理の資料の中で、それ

ぞれの診療科目の収益について、実は資料を

出していただきました。この中で私は、かね

てからずっと、私の問題意識なのですが、小

児科の医療収益というのが、平成２３年で

１,４７６万５,０００円、２４年見込みで

１,３９０万円ということで、他の診療科目

と比べると著しい収益というか、少額であり

ます。なぜ、このことを問題にするかという

と、今お話しした不採算地区の６,７３２万

円が平成２５年度で終了となると、この金額

そのものが、２６年度以降、美幌町からの町

負担にそのままはね返ってくると。そういう

ような病院の収益構造を考えたときに、やは
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りあわせて、不採算地区病院の取り組みは取

り組みで、町長、全力で取り組んでほしいの

ですが、病院全体の収益確保という点から、

抜本的にこのあり方なんかについても、やは

り検討していかなければ、なかなかその収益

確保ということが難しくて、平成１３年度に

２億４,８００万円ほどの町負担があったも

のが、いろいろな努力によって、今、１億円

を切るような形で、実質負担でおさまってお

りますが、これがこのままですと、また１億

数千万円の町負担になってくるという、私は

極めて危機的な状況に至るのではないかとい

う、そういう意識を持っておりますので、そ

ういった面で、今後、病院経営のあり方の部

分で、そういった観点からも、設置者である

町長として、やはり十分に検討するような考

え方があるのかどうか、お聞かせいただきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 信頼される病院で

あったり、危機感のない、そういった病院づ

くりを進めてきましたし、特に私は、自治体

病院には二つの大きな課題があると思ってま

す。一つは、医師確保。そして、あと経営の

問題。それで、経営の問題も、いろいろな歳

出を見直すということを随分続けてきまし

た。また、歳入のほうも、いろいろ見直しも

してきました。看護師が、今、１０対１とい

うようなことも含めて、いろいろなことを

やってきました。先生方についても、やはり

院内会議の中で、こういう状況にあるという

ことは言ってきたつもりでもあります。

それで、今後のことをちょっと見通ししま

すと、今、議員おっしゃったように、不採算

地域が２年後になくなると、切られるという

ようなことで、多分、６,０００万円、７,０

００万円がカットされると。その中で、今、

お話のあった診療科目のうちの一つの科目が

なかなか収益が上がらないということであり

ますから、片一方では医師確保ということが

また重要なので、そしてこの医師確保、なぜ

必要かというと、やはり９９のベッドをどう

守るか、そして、人工透析をどう守るか、さ

らには、救急告示というものをどう守るか。

特に、この救急告示の部分で言うと、先生方

の負担が非常に多くなる、重くなると、先生

方、結構、違う病院に移ったりというのが現

実で、医師の偏在が起きているのだろうと私

は思っていますので、そこを何とか解消した

いということになれば、先生方の数もしっか

り守らないといかんと思っております。そう

した中で、こういった状況がどうかというこ

とでありますので、引き続き、我々として

は、設置者の立場にある私としては、しっか

りとそのことは、事務長を通じてでもいいで

すし、私直接でもいいのですけれども、院内

会議等で、こういう論議があるし、こういう

状況にあるということを、しっかり先生方に

も認識をしていただきたいなと思っておりま

す。今、９名体制で８名体制になって、非常

勤で来ていただく先生もいるのですけれど

も、そういった中では、やはり収益について

考える先生もおられますし、そうでない先生

もおられる中で、経営という面での認識を

しっかりしていただくような努力を引き続き

してまいりたいと、そのように思っています

し、こういった論議があるということも院内

会議でしっかりお伝えしていきたいと、その

ように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ７番上杉晃央さん。

○７番（上杉晃央君） 我々も、この予算審

議、あるいは所管の委員会を通じて、今、町

長の答弁にあったように、病院の事務方は相

当踏み込んで、いろいろな努力をされて、自

主的な町負担を軽減させるための取り組み、

これも事務的な努力ではもう限界に来ている

のではないかということで、町長からも院内

会議等で、私もこういう発言することが、本

当に、病院の先生たちがどう受けとめるのか

ということで、ためらう部分もあるのですけ

れども、やはり最高責任者である町長が、や

はり町の税金を持ち出して、どういうふうに

町民の健康を守っていくかという面で、やは

り医師確保とあわせて、経営面でも、やはり
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しっかり町長が発言するというようなことを

通じて、先生たちにも、ぜひ経営面での、な

かなか難しいことだと思うのですけれども、

やはり経営に対するそういう姿勢というもの

を持っていただく中で、病院全体で、オール

病院で、やはりそういった危機を乗り越えて

いく、そういったことが必要かと思いますの

で、最高責任者である町長が、ぜひ、いろい

ろな機会を捉えて、先生たちに、じかに、そ

ういう病院の抱えている状況について訴えな

がら、理解を得て、ぜひ、こういった危機を

乗り越えていただくようにお願いして、質問

を終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今後とも、経営と、

やはり医師確保、このことをなし遂げて、住

民の皆様が医療については安心、安全だとい

うようなことにつながっていくと思います。

それで、入院のほうが、今、一つの診療報

酬の基準の中で、３カ年平均で７０％という

ラインがちょっとありまして、７０％を切る

と診療報酬にまた影響が出てくるというよう

なことで、ちょっと今、危ない状況にあると

いうのも現実だと思います。そういった意味

で、これからも、考えられるさまざまなこと

を駆使して、やはりこの自治体病院、美幌町

における医療の中核病院でありますので、

しっかり守れるようなことを、引き続き、努

力を惜しまないで、頑張っていきたいと、そ

のように思っていますし、私はいつも、この

こういった本会議もそうですし、委員会で

も、随分、議会の皆さんも国保病院に対する

理解を非常にしていただいて、ほかの町村と

違うということも現実に先生方からも聞いて

おりますので、引き続き、そういった御提案

をいただきたいし、我々も引き続き努力をし

ていきたいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ５２９ページ、医業

収益にかかわって２点御質問したいと思いま

す。

１点目は、国保病院の５カ年間の医業収益

の推移についてということで、事前に資料を

いただいております。それによりますと、平

成２４年度見込みは１２億７,７１１万７,０

００円ということで、平成２３年度対比で、

総額としては２６０万円余りの減少というこ

とですが、入院、外来の科目を見ますと、増

減、結構ございまして、町民に対してどう説

明すべきなのかということで、誤った説明は

できないということで、一つには、病院とし

てはどう分析をされているかをお示しをいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今、５カ年の

医業収益の推移に対して、どのような傾向が

あるかということだと思います。基本的に

は、医業収益については、入院収益について

は減少化傾向になっています。その大きな要

因としては、やはり適切な医療の対応という

ことで、平均在院日数がどんどん短くなって

きているという状況にあります。これについ

ては、やはり患者家族さんにとっては、早期

退院できるということについては喜ばしいこ

とだと思っております。

それで、内科については、循環器内科、総

合診療科、腎臓内科、こういうふうに専門外

来ということになってきていますので、今ま

で消化器内科で受診していた患者動向が、そ

れぞれ、専門、特化した形で分散していると

いうような傾向になっています。

それとあわせて、外科については、人工透

析、外科の収益の、例えば、外来については

９０％が人工透析の収益で、消化器外科の収

益そのものは４,０００万円程度になってい

ます。

それと、入院については、手術の再開に

よって、がん、乳がんだとか、大腸がん、そ

ういうことを、２３年度は６０件、２４年度

は、現状では、今３７件ですか、そういう状

況にあって、外科の入院も徐々にふえている

という、そういう分析をしているところであ
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ります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 全体としては、安定

した状況にあるというふうには見ているので

すが、科目によっては大きく比率が減少する

というようなところが見られまして、大丈夫

なのだろうかというような懸念を持っており

ます。

そこでお伺いいたしますが、それぞれの診

療科目ごとに、トータルでは出ますが、院内

での率直な議論というのは、私どもは外部か

ら見てて見えませんが、結構されているとい

うふうに見てよろしいのでしょうか。先ほど

上杉議員がお話ありましたように、美幌の国

保病院を取り巻く環境は、収入面では非常に

厳しい状況が予測されているというような情

報も含めて、率直に、打撃的な批判を行えと

いうことではもろんないのですが、工夫改善

ということで、率直な意見交換なんかも必要

なのだろうなというように思うのですが、

ちょっとダブるかもしれませんけれども、も

う一度お聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 公には、御指

摘の診療科によってはという部分について

は、上杉議員御指摘の、小児科のことを言わ

れているのだろうなと思っています。以前い

た小児科の先生については、入院診療を積極

的に行っていまして、１３年度から１６年度

までの加重平均でいけば、入外合わせて約

９,０００万円の収益がございます。現状で

は、平成２４年度の推計では１,３９０万円

ほどになろうかなという状況で、これについ

ては、担当の先生には、議会等の指摘もあっ

て、何とか、入院診療、外来ということにな

ると、ほかの診療所とダブりますので、何と

か入院診療を増加させてほしいという要望は

しております。しかし、なかなか事務方がす

んなり言って聞いてくれるような状況がなく

て現状推移していますので、今後は時期を見

ながら、また違う形でお願いをしてまいりた

いと思っています。

それで、今、上杉議員のほうからも指摘が

あって、確かに、ことしで６,７３２万円の

不採算の部分が交付税措置がなくなると。そ

うすると、経常的な町の持ち出し、大体、

六、七千万円なのですね。それを合わせる

と、１億二、三千万円が、２６年度から収

益、収益というか町の持ち出しということに

なります。それについては、今、シミュレー

ションをして、眼科を開設すれば、整形を再

開すれば、約７,５００万円ぐらいの粗利と

いいますか、収益が上がる予測をしていま

す。さらには、今のベッドの利用状況を考え

れば、３階の２０ベッドぐらいを療養型に転

換をする。これは、イニシャルコストもかか

るのですけれども、そうすると、収益予測と

しては７,５００万円ぐらい収益が出てく

る。それをもって考えれば、それで、いわゆ

る町の持ち出しはとんとんになるかなと。た

だ、医療機器の更新５カ年でいきますと、本

年度から町の持ち出し４,０００万円から、

ピーク時で１億２,０００万円ぐらいになり

ます。これらの解消方法も考えていかないと

いけませんので、これについては、ちょうど

いい機会に、ことし、地方公営企業アドバイ

ザーの派遣制度に美幌町が該当するというこ

とで、総務省から医療コンサルタントが来ま

す。その中で今言ったことを検証して、どう

いう方向性を導けばいいのか、改めて検証し

て実施をしたいという考えでおります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 改善の方向性が示さ

れてきているということで、しっかり推移を

見守っていきたいと思います。

そこで、質問の第２点目でありますが、同

じ５２９ページにかかわって、国保病院の町

内患者数、国保病院に対する美幌町内の患者

数の受診率ということでお聞きしたいと思い

ます。これも、資料として、平成２３年度の

国保加入者受診件数を分析されたもので、そ

れによりますと、町立国民健康保険病院は、

受診件数が５,９９２件。受診の割合は、全

件数は５万１,５５８件に対して１１.６２
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％。こういう内容であります。

町内各病院がありまして、町内の受診率で

言えば７２.２８％、７割を超えているとい

うことで、多分、これは、診療所、それから

病院合わせて、美幌町内としては大変ありが

たい数字なのだろうというふうに思っている

のですが、この町内の各病院を含めた受診率

７２.２８％、町外医療機関の受診率は、そ

の差２７.７２％なのですが、この町内受診

の状況については、どう評価されているで

しょうか。

あわせて、町内の民間の病院の受診状況を

見ますと、国民健康保険病院を上回って１８

％台があります。また、国保病院を下回って

いるとはいいながら、８％台、６％台、５％

台というのがございますので、これらも含め

て、町立病院の果たしている役目、あるいは

伸びしろという点で言えば、どうなのか。そ

の辺について、分析があればお示しいただき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 大江議員の御

指摘にありました、国保の受診件数の割合に

ついてであります。

今回改めて資料を求められて、私もちょっ

と驚いたのは、予測はしておりましたけれど

も、田中医院の受診率が１８.２２％で、こ

れは実患者数で言ってますので、実際、うち

のほうの受診５,９２２件との差額でいきま

すと、３,４７４人が上回っているというこ

とになります。

これを、何でそういう現象が出てきたのか

なということで、ちょっと小児科の動向を

拾ってみました。そうすると、小児科が従

来、１３年度から１６年度までの加重平均で

いくと、外来患者が１万３,２６０件なので

すね。そして、入院が１,４５１人。という

ことは、現状を考えれば、入院は、加重平均

で２４人ですから、１,４２０件あたりがど

こかの医療機関で入院をしているというの

が、予測されると思うのです。それとあわせ

た、加重平均の外来患者数１万３,２６０人

ですから、当病院で２,５７１人ですから、

延べ約１万人が田中医院に行っているのでは

ないかと。そうすると、国保の加入率が３０

％ぐらいですから、ちょうど１万６８９人の

３０％ということになると、延べ患者数で

３,２０６人ということになるのですね。延

べ患者数イコール実患者数ではないので、そ

のまま上乗せになっているということではな

いのですけれども、ほぼ、予測としては、小

児科の増加によって国保の受診率が上がって

いるというふうに予測をしています。

それと、今後の状況を考えますと、町長が

常日ごろ言っている病診連携、これを進める

に当たって、今まで国保病院に窓口というの

が明確ではなかったのですね。それで、今後

は、いわゆる地域連携室的な窓口を設けて、

さらにその病診連携ということを積極的に展

開をしていきたい、こういうふうに考えてい

ます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 町立病院の役割を考

えた場合、町立病院自身の収支をもちろん考

えていかなければならないのとあわせて、病

診連携などで積極的に役目を果たすというこ

となのだろうと思います。

町内では、入院ベッドは町立病院しか持っ

ていないということで、ぜひ、開業医の方々

から、ベッドの確保という点で引き続き頑

張ってほしいという期待の声が寄せられてい

るわけで、そういう意味では、採算と、もう

一つ、地域内の役目という面で、あわせて見

ていかなければならないのだろうというよう

に思います。ただ、全ての患者数の中で占め

る町立病院の受診率という点では、１１.６

２％というのは、まだまだ、入れ物、能力か

ら言えば、伸びしろはあるのではないかとい

うような期待感を持っておりまして、現状が

だめだというのではなくて、まだまだ伸びし

ろあるぞということで、町民の皆さんに、町

立病院のほうを目を向けてほしいというよう

に思っておりまして、最近の総合診療科だと

か、外科だとか、大変好評を博しているとい
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うこともあって、ぜひ、そういう方向で、余

地がありますというアピールを行っていただ

ければありがたいというように思うのです

が、微妙な部分もありますので、私はこれで

最後にしたいと思います。

町長、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私も、この診療所と

国保病院のこれ見て、ちょっとびっくりしま

したけれども、ああ、いい傾向になってきて

いるのかなという思いも片一方でちょっとし

ました。それは、病診連携ということをこの

町でやれば、九つの診療所があって、国保病

院があって、それと大江議員、ベッドは療養

所も持っていますので、一部、国保病院だけ

ではなくて療養所も持っていると。こういう

医療資源をどうやってつないでいくかとい

う、病診連携あるいは病病連携をやはりやっ

ていけば、この医業収益がまだ膨らむ。そこ

で、住民の皆さん、安心していただけるとい

うことだと思いますので。ただ、診療所でで

きない不採算の部分は、やはり自治体病院が

やらざるを得ないだろうと思います。その中

で、その経営をどういうふうにして健全化の

ほうに行くかというところが、我々プロの腕

の見せどころだと思いますけれども、そんな

ことを、やはりしっかりとした取り組みとし

てやっていく、そして、病診連携もしっかり

やっていくということが、やはり安心安全に

つながるのだろうと思っております。

それで、先ほど、診療科目の中で一部、要

するに１,７００万円しかないと、これはも

う、１,７００万円ということは、自分の

ギャラにも間に合わないということだろうと

思いますので、ただ、片一方で、先ほど言っ

た三つの部門をどう守るか、それにはやはり

先生方の数もいてもらわないといけないとい

う、非常に悩み深いジレンマに陥るところも

ありますけれども、ただ、設置者としてはど

こかでしっかりとした物言いも、事務長を通

じて、先ほど院内会議でも言ってもらってい

ますけれども、私の意は伝わっているものだ

ろうと思っていますけれども、引き続き努め

ていきたいと思っております。

それで、一部門の診療科目が合わないか

ら、先ほど言った療養型に、例えば３階の一

部を療養型にするということではなくて、国

保病院のあり方を、これから先を見据えたと

きに、経営的なことを含めて、療養型にどう

変えていけるか、そのことで国保病院が守れ

るという判断ができれば、そういうところも

やっていきたい。多分、歳出のほうで切って

いくのは、もう、かなり厳しいという現実が

ありますので、あと、収益のほうをどうする

かという中では、一つの考え方としては、先

ほど事務長が言ったように、ベッドの稼働数

もありますから、７０％を切るということ

は、３０％あいているという状態ですから、

そこをもうちょっと利活用できるようなこと

も、やはりこれから先は健全経営をしていく

という上での、視点での、やはり検討も、早

急にしていかないといけないかなと思ってい

ますので、そういった事態、また出てくれ

ば、議会の皆さんとまた御相談をさせていた

だきたい、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ５２９ページ、外

来収益のところで、在宅医療。在宅２０人、

施設２０人ということなのですけれども、こ

れから国保病院が在宅医療に取り組むという

ことなのでしょうけれども、これに対して、

どの診療科の医師がやるのか。それから、い

つごろから始めるというめどを立てているの

か。そのところを、まず１回目お聞かせくだ

さい。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） この間、疑問

点整理の中でお話をさせていただきました。

在宅医療については、時代の趨勢として、

今、地域の高齢化含めて、そういうニーズが

あるやに聞いております。したがって、医師

会においても、既に３診療所で在宅医療の取

り組みがなされておりますけれども、医師会
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の先生方が通常の業務をやりながら外に出か

けていくというのは、なかなか困難性がある

というようなお話も聞いていますので、やは

り複数名いる、勤務医師がいる国保病院が、

その中核を担うべきだなという判断をしてお

ります。

その背景の中で、現在、新たに着任をして

いただきました総合診療科、あるいは腎臓内

科の担当の雨宮医師、それと循環器の松井医

師、それと総合診療科の杉浦医師、３名に

よって、協力をしながら進めてまいりたいと

いうことで、内部で既に協議を調えておりま

す。したがって、実施時期については、在宅

療養のそういう窓口ということも見据えて、

それで、６月をめどに実施をしていきたいと

いうことで、今、内部で協議をしているとこ

ろであります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 内部資料では、あ

る一定、説明は受けておりましたけれども、

やはりこういう正式な場所で、国保病院が在

宅に取り組むということは、非常に大きな

ニュースだと思っています。

昨日から議論されておりましたけれども、

介護施設の待機者が多い、これは、必ずしも

健康な人ばかりではありません。どうして

も、入居を待っているという間に亡くなって

しまう方もいますし、現実、私もよく病院に

行くほうなのですけれども、やはり、かなり

お年の召した方が連れ合いの方を連れてきて

いるということで、もちろん病院に行かなけ

ればならない検査もありますけれども、在宅

に行って、そして、入院、検査に病院に来て

いただけるという、そういう流れもありま

す。そんな状況で、いろいろな検査機関とか

医療機器を持つ国保病院が、直接その在宅を

やるということに対して、これは非常に、私

は大きな価値のあるものだと思っています。

例えば、今の答弁では６月をめどにというこ

とで、考えていたよりちょっと早い時期で、

本当にありがたいことだなと思っています

し、ただし、この収益のところで聞いていい

のかどうかわかりませんけれども、また病院

が外に出て行くとなれば、今の、備品という

か、車両とか、そういう新たなものも必要な

のか、それとも、今の、現在のもので事足り

るのか。今の現状でわかることがあれば、お

知らせ願いたいというふうに思っています。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 現状での対応

としましては、公用車は既にございますの

で、それで在宅に赴いて診察をするというこ

とになろうかと思います。あとは、聴診器だ

とか血圧計だとか、一般的なものについて

は、かばんに入れて持ち運んで診察に当たり

ますので、大した器材等を用意するというこ

とにはなってございません。

それで、今いきなり在宅を進めるといって

も、そんなに急激にふえるという予測はない

のだろうと思っています。隣町の津別におい

ては去年から実施をして、二十五、六件とい

うふうに聞いていますので、初年度は、おお

むね二十五、六件。あとは、グループホー

ム、訪問看護ステーション、町内にいろいろ

な施設等がございます、そちらの待機者のほ

うが在宅にいるということになれば、そこら

辺の連携をとって実施をするというふうにな

ろうかと思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 在宅診療のその診

療報酬が、在宅を進める国の方針で、診療報

酬が高くなったとは言いますけれども、しか

し、出かけていくとなれば、ある程度時間の

かかることですし、報酬だけではやはり、先

ほどの、経営面とかいろいろなこともありま

すけれども、報酬面だけではなくて、やはり

町立病院として町民のニーズに応えるという

ことで、先ほど隣町の例の件数なんかを聞き

ましたけれども、やはり本当に来てくれると

なれば、もっと、この人口ですから、私は需

要はあると思うのですね。応えてくれないと

思うからこそないのであって、今もお医者さ
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んが家に来てくれるとは、普通、一般の人と

は余り考えていないと思うのです。だから、

この辺で、やはりちょっと風邪気味な人をわ

ざわざ連れていかなければならないとか、寒

いところ、弱い、滑る道を連れて帰らなけれ

ばならないとか、そういう、この地方ならで

はの取り組み等がありますので、やはり親し

まれる病院となれば、自然と患者もふえてく

るのではないかなというふうに私は考えま

す。特別に、今、町内でやっている在宅、そ

れから、町内のほかの病院にかかっている方

もいらっしゃいますので、ぜひ、その連携を

とってやっていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今、岡本議員

御指摘のとおり、町内の医療機関あるいは医

師会とも連携をとって、適切に進めてまいり

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） ５２９ページ、入

院収益について。これに関連して、５２９

ページの平均入院患者数７０人と、これはど

ちらでも同じことなので、御理解いただきた

いと思います。

これで、ちょっとお聞きしたいのは、思い

を先にちょっとだけ述べさせていただきます

けれども、病院というのは、ふだんから買い

物に行くがごとく行くべきところではないと

思っています。もちろん、体が痛いとか、ぐ

あいが悪くて行くわけですよ。そういう意味

で、専門の医療というところに出かけていく

と。

そこで、入院患者ということで、ひっかけ

てお聞きしたいのですが、専門用語は私もよ

く承知しておりませんが、経過入院、経過を

見る、よく、ちまたのうわさでは、もう自分

では身動きとれないぐらい病んで行っている

のに、お医者さんに診てもらったら、もちろ

んお医者さんの判断も正しいとは思うのです

が、お帰りくださいというようなことも、た

だ多いように聞いているもので、この７０人

のうちに、経過入院等が、そういう統計があ

るのかないかわかりませんが、あるならお示

ししていただきたいなと。

それから、もう１点。私は実は、先ほどの

町長答弁も含めて、これは町長が云々という

ことではないのですよ、答弁も含めて、病院

の維持を考えた場合、定かではないのですけ

れども、７０％を切った場合のときの経営と

いう面で、思い当たるところを見たら、失礼

な言い方ですけれども、目標値が７０という

のは、いささか、別な思いで思うところがあ

るものですから、そこら辺、目標値の設定に

ついてもですね、過年度の経過の中で７０人

設定、いい悪いというところではないのです

けれども、そこら辺の経緯も、やはり目標値

は、これは高くと言ったほうがいいのか、健

康づくりのまちづくりを考えたら、入院患者

数は少ないほうがいいのか、ちょっと。で

も、世の中は算術で制限されることもありま

す。そういう意味では、経過入院も含めて、

この７０人の設定という意味で、いま一度、

お教え願えないでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 入院数の７０人では

なくて、７０％稼働しているという、ただ、

先ほど言ったのは、それをどんどんふやすと

かということではなくて、診療報酬の一つの

基準として、７０％、３カ年平均で割ると、

診療報酬の割り落としがあるという話ですの

で御理解をいただきたいと思います。

それと、あと、経過入院については、事務

長のほうから説明をさせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 吉住議員御指

摘の経過入院については、統計的なものはご

ざいません。ただ、積極的に医局会議の中で

は、特に、救急で来るということになれば、

やはり家族の心配等ございますから、経過観

察という形で入院対応をお願いをしたいとい

うことを要請をしております。

それと、目標値については、現実的な予算

ですから、これは７０％というふうに設定し
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ていますけれども、院内の経営検討委員会で

の目標値は８０％であります。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

これで、議案第６６号の質疑を終わりま

す。

ただいまから、会派等審議を行いますので

休憩をします。再開は、午後２時１５分とい

たします。

午前１１時０５分 休憩

────────────────

午後 ２時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

議案第１１号美幌町と津別町の旅券交付申

請及び交付に関する事務の委託に関する規約

の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１２号美幌町パブリックコメント手

続条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１３号美幌町審議会等の会議の公開

に関する条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１４号美幌町情報公開条例の一部を

改正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１５号美幌町個人情報保護条例の一

部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１６号美幌町附属機関に関する条例

の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１７号美幌町非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１８号美幌町証人等の実費弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。
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本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第１９号美幌町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２０号美幌町手数料徴収条例の一部

を改正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２１号美幌町一時預かり事業の実施

に関する条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２２号美幌町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２３号美幌町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２４号美幌町新型インフルエンザ等

対策本部条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２５号美幌町廃棄物処理場条例の一

部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２６号美幌町民会館条例の一部を改

正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され
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ました。

議案第２７号美幌ユースホステル条例を廃

止する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２８号美幌町鳥獣被害対策実施隊設

置条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第２９号美幌町道路の構造の技術的基

準等を定める条例の制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３０号美幌町移動等円滑化の促進に

係る道路の構造に関する基準を定める条例の

制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３１号美幌町営住宅等整備の基準に

関する条例の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３２号美幌町都市公園の配置及び規

模の技術的基準に関する条例の制定について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３３号美幌町移動等円滑化のために

必要な特定公園施設の設置基準に関する条例

の制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３４号美幌町公共下水道設置条例の

一部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３５号美幌町公共下水道条例の一部

を改正する条例制定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３６号美幌町個別排水処理施設設置

条例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３７号美幌町水道事業布設工事監督

者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例制定についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第３８号から議案第５８号までの２１

件については、指定管理者の指定についてで

ありますので、一括採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第５９号平成２５年度美幌町一般会計

予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第６０号平成２５年度美幌町国民健康

保険特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第６１号平成２５年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第６２号平成２５年度美幌町介護保険

特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第６３号平成２５年度美幌町公共下水

道特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第６４号平成２５年度美幌町個別排水

処理特別会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第６５号平成２５年度美幌町水道事業

会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

議案第６６号平成２５年度美幌町病院事業

会計予算についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第３ 行政報告

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 行政報告

について。町長から、行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）(登壇） さきの行政

報告に追加して報告をさせていただきます。

第１に、「美幌町立国民健康保険病院の医

師確保について」であります。内科の常勤医

師である坂本明正副院長の退職に伴い、後任

常勤医師の招聘に努めてまいりましたが、新

年度からの常勤医師確保が困難なため、嘱託

医師（非常勤）による診察を行うことといた

しました。

採用を予定している医師は、札幌医科大学

卒業で、道内の公立病院に勤務経験を有し、

現在、札幌の民間病院に非常勤医師として勤

務している國本浩明医師、４２歳でありま

す。國本医師は、主に消化器内科の専門医と

して、日本消化器病学会消化器病専門医及び

内視鏡専門医の資格を持ち、４月１日より内

科医師として採用予定しているところであり

ます。

これにより、常勤医師８名及び嘱託医師１

名体制により診療に当たることとなります

が、今後も引き続き、内科及び眼科などの非

常勤医師の常勤化に努めるとともに、整形外

科の医師招聘なども視野に入れた医師確保に

努める考えであります。

第２に、「美幌峠牧場の利用について」で

あります。美幌峠牧場につきましては、平成

２４年３月３１日に美幌峠牧場の指定管理者

でありました株式会社美幌峠牧場振興公社が

解散し、平成２４年度は、町の直営による夏

季の放牧運営を行ってまいりました。その

間、美幌峠牧場の利用についての検討を重ね

てまいりましたが、北海道東京事務所の紹介

により、昨年１２月よりワタミ株式会社の関

連企業である農業生産法人有限会社ワタミ

ファームとの間で美幌峠牧場の利用について

協議を進め、１２月２５日に有限会社ワタミ

ファームより貸借の意向が示されたところで

あります。その後、利用に係る基本的事項に

ついての協議を重ねた結果、平成２５年５月

１日より美幌峠牧場施設を貸し付けすること

で、３月１８日に基本合意の調印を行いまし

たので、御報告を申し上げます。

なお、今回の基本合意では、生産者からの

預託受け入れなど、従来からの美幌峠牧場利

用者に御迷惑がかからない内容での合意とな

りましたので、あわせて御報告を申し上げま

す。今後におきましても、畜産振興に努めて

まいりますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） ただいまの行政報告

について、質問を許します。質問は１人３回

までといたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 以上で、質問を終わ

ります。

これで、行政報告を終わります。

─────────────────────
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◎日程第４ 諮問第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 諮問第１

号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

とします。

直ちに、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 諮問第１号人権擁護

委員候補者の推薦について。

人権擁護委員竹下利與氏は、平成２５年６

月３０日をもって任期満了となるので、次の

者を候補者として推薦いたしたく、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、議会の意

見を求めるというものでございます。

記、住所、美幌町字青山南２４番地の５。

氏名、杢師美和子さん。生年月日、昭和２６

年１２月２６日であります。

以上、御説明を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、諮問第１号人権擁護委員候補の

推薦についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、諮問のとおり適任とする件に賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は諮問のとおり適任とす

る意見に決定しました。

暫時休憩とします。再開は３時といたしま

す。

午後 ２時３９分 休憩

────────────────

午後 ２時５９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎議会運営委員長報告

○議長（古舘繁夫君） 先ほど議会運営委員

会を開きましたので、委員長からその結果に

ついて報告を求めます。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） 休憩中に議会運営

委員会を開催しましたので、その内容と結果

について御報告いたします。

先ほど、町長から、議案第６７号美幌町営

牧場管理条例の一部を改正する条例制定につ

いて、議案第６８号財産の貸付けについて、

議案第６９号平成２４年度一般会計補正予算

（第１３号）について、以上の議案３件につ

いて追加提出がありましたので、本日の日程

に追加して審議するものと判断いたしまし

た。なお、質疑の取り扱いについては、１人

３回まで認めることとします。

よって、日程を追加し、追加日程第１から

追加日程第３として直ちに審議することとい

たしますので、議員各位及び説明員の御理解

と御協力をお願いして、議会委員長の報告と

いたします。

─────────────────────

◎日程追加の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま、議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、議案第６７号美幌町営牧場

管理条例の一部を改正する条例制定について

及び議案第６８号財産の貸付けについて並び

に議案第６９号平成２４年度一般会計補正予

算（第１３号）についてを直ちに議題に追加

し、追加日程第１、第２、第３として、それ

ぞれ議題としたいと思いますが、これに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、議案第６７号、議案６８号、

議案第６９号を直ちに日程に追加し、追加日

程第１、第２、第３としてそれぞれ議題にす

ることは可決されました。

─────────────────────

◎追加提出案件の概要説明

○議長（古舘繁夫君） 町長から、追加提出

案件の概要説明をしたいとの申し出がありま
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すので、発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君）（登壇） 本定例会に

追加し御提案いたします議案について、御説

明をさせていただきます。

議案第６７号「美幌町営牧場管理条例の一

部を改正する条例の制定について」及び議案

第６８号「財産の貸付けについて」は、美幌

峠牧場の円滑な運営及び機能の保全を図るた

め、美幌町営牧場管理条例の改正を行い、牧

場施設を農業生産法人に貸し付けするための

議決をいただきたいものであります。

議案第６９号「平成２４年度一般会計補正

予算（第１３号）について」は、国の平成２

４年度補正予算、「日本経済再生に向けた緊

急経済対策」に伴う補正を行おうとするもの

であります。

なお、細部につきましては担当部長より御

説明申し上げますので、慎重なる御審議の

上、議決を賜りますようお願いを申し上げま

す。

─────────────────────

◎追加日程第１ 議案第６７号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１ 議案

第６７号美幌町営牧場管理条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（高木恵一君） 議案書の２ペー

ジでございます。議案第６７号美幌町営牧場

管理条例の一部を改正する条例制定について

御説明申し上げます。

美幌町営牧場管理条例の一部を改正する条

例を、次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料により御

説明いたしますので、参考資料の１ページを

お開き願います。

資料５３、議案第６７号関係。

改正目的、趣旨でございますが、行政報告

にございました、美幌峠牧場の一部を農業生

産法人に賃貸借することに伴う、美幌峠牧場

の面積及び用途別面積の一部改正を行うもの

でございます。

改正内容、第２条につきましては、名称位

置、面積を定めておりますが、峠牧場の総面

積を３４９.４７ヘクタールから７０ヘク

タールに改正するものであります。

次に、第３条につきましては、牧場の用途

別面積を定めておりますが、峠牧場の用途別

面積、放牧並びに採草地を３００ヘクタール

から７０ヘクタールに改正し、差し引き２３

０ヘクタールを貸し付けするものでありま

す。また、あわせて峠牧場敷地内には、管理

道路や看視舎を初め、舎飼施設などの構内地

１０.６ヘクタールのほかに、渓流保山林ほ

か３８.８７ヘクタールがございます。これ

は、放牧牛が風雨等から避難するための混牧

林地を含むものでございますが、牧場機能及

び利用に関して、貸し付けをいたします放牧

及び採草地２３０ヘクタールと一体的なもの

として、それぞれ貸し付けをしようとするも

のとして改正するものであります。

この条例の改正によりまして、貸し付けで

きる面積は、放牧並びに採草地２３０ヘク

タール、構内地１０.６ヘクタール、渓流保

山林ほか３８.８７ヘクタールの合計２７９.

４７ヘクタールとなります。

附則では、この条例は、公布の日から施行

するものでございます。

なお、美幌町営牧場管理条例新旧対照表を

参考資料の２ページに掲載しておりますの

で、御参照いただければと思います。

以上、説明いたしましたので、よろしくお

願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６７号美幌町営牧場管理

条例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の
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方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎追加日程第２ 議案第６８号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第２ 議案

第６８号財産の貸付けについてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（高木恵一君） 議案書の３ペー

ジの、議案第６８号財産の貸付けについて御

説明を申し上げます。

地方自治法第９６条第１項第６号の規定に

基づき、次のとおり財産を時価よりも低い価

格及び無償で貸し付けすることについて、議

会の議決を求めるものでございます。

記以下について、御説明を申し上げます。

１、時価よりも低い価格で貸し付けする財

産については、土地の合計が２７９.４７ヘ

クタール。そのうち、放牧並びに採草地２３

０ヘクタール、構内地１０.６ヘクタール、

渓流保山林ほか３８.８７ヘクタール。所

在、美幌町字古梅６０７番地の１、６０７番

地の２。時価価格９８万３,８３７円、年

額。貸付価格５０万円、年額でございます。

２の無償で貸し付ける財産につきまして

は、建物、構築物は、４ページ、資料１の無

償貸付財産、建物、構築物一覧のナンバー１

の看視舎から２５項目。物品は、５ページの

別紙２の、無償貸付財産、物品一覧のナン

バー１のトラクターから５０項目。所在は、

美幌町字古梅６０７番地の１、６０７番地の

２でございます。

３、貸し付けの相手方でございますが、千

葉県山武市横田１９１番地、有限会社ワタミ

ファーム、代表取締役社長磯野健雄氏でござ

います。

４、貸し付けの目的でございますが、美幌

峠牧場の施設等の貸借に伴い、時価よりも低

い価格及び無償で上記相手方に貸し付けする

ことにより円滑な牧場運営を図ることで、預

託される方々に、従来と同様の預託内容を確

保するということが目的でございます。

５、貸し付けの条件は、あくまでも、土

地、建物、構築物及び物品は、峠牧場機能に

資する用途以外に使用しないことを条件とす

るものでございます。

６、貸付期間は、平成２５年５月１日から

平成２８年３月３１日までの３年間とするも

のでございます。

以上、説明申し上げました。よろしくお願

います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１３番橋本博之さん。

○１３番（橋本博之君） ちょっと、２点ほ

ど質問させていただきたいと思います。

無償貸付財産の物品というところで、機械

器具の減耗なのですよね。３年間貸し付けし

ているときに、機械器具がある程度減耗を起

こし、返してもらうとき、返還されるとき

に、その形がなくなるようなものが、中には

ないのか。雑品になってしまうようなものが

ないのか。そうした場合には、返してもらう

とき、どういう扱いをするのか。

それともう一つ、草地、２７０ヘクタール

でしたか、今回の貸し付け。この草地なので

すが、きのう聞くところによると、２００頭

ぐらいの放牧を当面したいという話がござい

ました。草地の保全、２００頭で、これだけ

の面積を保全することができるのか。そこに

ついて質問させていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 公社主幹。

○公社主幹（広島 学君） 今お尋ねのあり

ました、まず１点目の機械の関係でございま

す。機械、基本的に毎年償却をしていくもの

ですから、減耗していくものもございます。

基本的には、故意に破損をさせたもの等につ

いては同等品を返していただくという形で考

えておりますし、経年的に劣化をして、使用

に耐えられるような状況でなくなったものに
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ついては、必要な都度、ワタミのほうで購入

をしていただくという形で考えておりますの

で、一応、使用に耐えられなくなったものに

ついてはワタミで補充をしていただくと。も

し、３年後、撤退をするようなことがあれ

ば、その状態でお返しをいただくという形で

考えているところでございます。

それから、２点目の草地の関係でございま

すけれども、当面、ワタミとしては、２００

頭の牛を考えているということで、計画をし

ているところでございますが、一方で、預託

牛が２５０頭ほど予定をしてございます。

トータルで約４５０頭から５００頭の飼育の

状況ということで、昨年まで、放牧の期間で

３００頭ぐらいの飼育でしたから、そういう

意味からいけば、貸し付けをする２３０ヘク

タールについては、十分、草地として管理を

していただけるものというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １３番橋本博之さ

ん。

○１３番（橋本博之君） 草地の保全という

ことで、地元の牛の２５０頭ぐらいの数字で

すか、それは、ある程度確定はされているの

かどうかお聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 公社主幹。

○公社主幹（広島 学君） 現在、まだ、町

内の方あるいは町外の方、今まで御利用され

ている方の利用希望については、まだ取り立

てはしてございませんけれども、今、うちの

ほうで受けている段階では、２５０頭ほど預

け入れをしたいと言う方もいらっしゃいます

ので、その分の頭数については、一応ワタミ

のほうにも、申し入れがあったものについて

は預託を受けてほしいという話でまとまって

いるところでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに、質疑ありま

せんか。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ちょっと、今、地方

自治法第９６条ということで、見ているので

すけれども、よくわからないので。地方自治

法第９６条第１項第６号の規定、この規定に

ついて説明願いたいのが、まず１点。

それで、ここに書いてあるとおり、時価よ

りも低いとなると、多分、この時価の算定基

準が何かあるのではなかろうかと思いますの

で、この時価に対する積算の根拠についてお

教え願いたい。

あと、ここにある、第６８号の１番の中

に、説明の中に、時価価格９８万３,８３７

円合計額（年額）と書いてあるので、この場

合、この議決は１回限りでいいのか、毎年要

るのかというのも確認とりたい。

さらに、多分、先ほど、ほかの議員が質問

した中身で、これはあくまでも議会上の、価

格の貸付価格より時価が低いので、議決が要

るという形での議決であって、ワタミとは使

用貸借を結ぶと聞いていましたので、ワタミ

さんとの使用貸借の中で、今、先ほど説明さ

れた、機械の維持だとか機械の修理はワタミ

さんが持つだとか、あとは、貸したものにつ

いては現状どおり返却するだとかいう条項が

入ってくる書類は、また別に議会側に説明が

あるのでなかろうかと思うのですけれども、

そういうことでいいのか、まず１点目。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（高木恵一君） 提案の地方自治

法第９６条第１項第６号の考え方でございま

すけれども、条例で定める場合を除くほかと

いうことで、適正な対価なくしてこれを譲渡

または貸し付けする場合ということで、時価

価格よりも安いということで、それと無償で

貸し付けするということで、この条項になっ

ているということでございます。

○議長（古舘繁夫君） 公社主幹。

○公社主幹（広島 学君） 今の地方自治法

の関係で、ちょっと補足の説明をさせていた

だきたいと思いますけれども、地方自治法の

第９６条が議会の議決事件という項目でござ

います。９６条の第１項第６号の中に、条例

で定める場合を除くほか、財産を交換し、出

資の目的とし、もしくは支払い手段として使

用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡
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し、もしくは貸し付けること、これについて

は議決が必要ですという地方自治法の定めで

ございます。条例の中に、普通財産の、財産

の貸し付けの条例がございます。美幌町財産

の交換、譲与、無償貸付等に関する条例がご

ざいますけれども、この条例では、今回のワ

タミへ貸し付ける条項が該当しませんので、

地方自治法第９６条の第１項第６号に基づい

て、議会の議決をいただきたいという提案で

ございます。

それから、２点目の、時価の算定基準でご

ざいます。土地９８万３,８３７円でござい

ますけれども、実際、時価として貸し付けの

価格でいけば、貸し付け実例があった場合に

ついては、それを使用したいというふうに考

えてございましたけれども、放牧地としての

貸し付け実例が存在をしてございません。そ

れで、一応、全てで２７９.４７ヘクタール

を貸し付けすることになりますけれども、採

草地の８０ヘクタールにつきましては、金額

として、時価として４０万円を見込んでござ

います。それから、放牧地、これが１５０ヘ

クタールございますけれども、これが５２万

２,０００円。それから、構内地１０.６ヘク

タールについては、１万３,２５０円。渓流

保安林ほか、これが３８.８７ヘクタールで

４万８,５８７円ということで、トータル９

８万３,８３７円という形で時価を設定をさ

せていただいたものでございます。

それから、３点目の、毎年議決が要るのか

という項目でございますけれども、一応、議

案の中でも、貸付期間は３年間ということで

提案をさせていただいておりますので、３年

後には議決が必要ということになりますけれ

ども、３年間については、この議決をもって

進めていきたいというふうに考えてございま

す。

それから、最後の質問でございますけれど

も、財産の貸し付け等で、機械等の修繕等の

関係でございますけれども、当然、契約書が

別に締結をすると。４月の段階で、土地含め

て全て、土地については農地法の３条の許可

で申請をして、あと、建物、物品等について

は貸借の契約ということになりますので、細

部については、また、その辺の条項について

は、議会のほうに御相談を申し上げたいとい

うふうに思っていますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 大体のことは、わか

りました。最後にもう１回だけ、今の草地の

評価金額というのが、採草地であれば８０ヘ

クタールで４０万円。これは、言い方は悪い

けれども、この時価の場合は、その収益から

の換算から追うのか、それとも何かの評価の

値という基準値が設定されているのか。これ

だけ、最後に。

○議長（古舘繁夫君） 公社主幹。

○公社主幹（広島 学君） 採草地につきま

しては、農業委員会の評定価格の中で、採草

地の下という価格がございます。これが、１

０アール当たり１,０００円の算定基準単価

ということになっていまして、採草地ですか

ら、おおむね２回程度の採草を行う採草地と

いう形で想定をされているものでございます

けれども、峠牧場の場合については、採草に

ついては、気候的な関係で１回しかできませ

んので、この分の１,０００円の単価をその

まま使うわけにはいかないということで、半

分の５００円という単価を使わせていただき

まして、８０ヘクタールで４０万円という積

算をさせていただいたところでございます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） ５ページ、まず、

無償貸付財産のことなのですが、その中でも

家電があります。俗に言う家電というのは、

冷蔵庫、洗濯機、テレビ。これ、場面によっ

ては故障することもあるけれども、仮に故障

したら、相手方の責任ではない、自動的に、

機能的に故障して、そのまま、物置でもいい

ですよ、置いておきます。同程度のものを戻

してもらうという発想から言うと、これは財
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産というよりも、扱いが違うのではないかな

という、ちょっと疑問に思えたものですか

ら、それは壊れても同程度以上と言えば、も

らうほうは喜ばしいことですけれども、不幸

にして、この財産を、変に言えば、貸しても

らうというよりも、押しつけられたものをで

すね、ちょっと失礼な表現になるのでお許し

いただきたいのですけれども、僕は家電の取

り扱いというのは、ちょっと昨今、取り扱い

は違っているような世の中の流れだろうと

思っているのですけれども、そのぐらいの御

説明ですね。それだったら、これ、財産目録

というよりも、一つ一つ、例えばですよ、今

の時価の、テレビは５,０００円なら５,００

０円とか、今のはでたらめです、数字は。評

価した上でやったほうが、まだいいような、

家電類は、よろしいのではないかというとこ

ろがあるもので、そこら辺の考え方をお知ら

せ願いたいのと、貸付価格５０万円、預託牛

も扱っていただけるという趣旨なものですか

ら、これは３年間変わらないでこのままやっ

ていただくという趣旨だろうと思いますが、

ちょっと御確認をさせていただきたい。

ついでに、預託牛の話をちょっとさせてい

ただきますが、実は聞き取りの中で説明を受

けているところでありますが、美幌の、過

去、飼育してきた日単価、年額も含めて、こ

れで足りているよと、自信満々なお話を相手

方に理解していただいているというところで

ありますが、もう一度、その点御確認したい

という趣旨でお伺いしたいなと思っていま

す。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（高木恵一君） 家電等につきま

しては、現状使える状況でお貸しをするとい

う状況でございまして、経年劣化等によりま

して壊れる分については、やむを得ない部分

があるかというふうに思います。当然にし

て、そういうことはあるかと思います。決し

て押しつけるというわけではなくて、牧場運

営の中で泊まりがあったりする中で、そうい

う最小限、今使える状態の分をお貸しすると

いうことで、古くなって壊れるのは、これは

ある程度やむを得ないというふうに考えてお

ります。

○議長（古舘繁夫君） 公社主幹。

○公社主幹（広島 学君） 預託の単価等の

問題でございますけれども、一応、美幌町、

昨年、直営でやったときに、町外牛について

は１日１頭２６０円、町内牛については１日

１頭２２０円という単価で、従来から運営を

してきたところでございますけれども、その

内容等につきましても、ワタミのほうには十

分御説明をさせていただいております。

収支の計算の中でも、ワタミの２００頭

と、それから、預託牛の２５０頭程度お預か

りする中で、２５０頭が預託を受けるとした

ときに追加をしなければいけない費用という

のは、そう多くはないということでワタミの

ほうも積算をされているようでございまし

て、あとは責任の問題がございますけれど

も、価格的にいけば、十分、その町の単価の

ほうで大丈夫ですよということの確認をいた

だいていますので、その単価で２５年度以降

進んでいくという形でとり行いたいというふ

うに思っていますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 財産のほうの考え

方、私の考えと、多分似たような話で部長が

おっしゃってくれたと勝手に解釈いたします

が、というのは、預託牛の話の単価をお聞き

したのは、そういうことで実績もありなが

ら、万に一つ、経営自体は今度ワタミさんに

なるものですから、後々、自分たちの牛以外

の牛を面倒見るために、俗に言う、銭こが足

りないよと。だから例えば、美幌町さんよ

と、後々ですよ、契約期間含めて、５００万

円ちょっと補填してくれとかいうことはない

ものと解釈してよろしいのかどうか。そこら

辺、いま一度答弁をいただきたい。

○議長（古舘繁夫君） 公社主幹。

○公社主幹（広島 学君） ワタミに関して
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は、預託を受けるということについても、ワ

タミの営業行為だというふうに私どもも認識

をしていますし、ワタミについての運営に関

する補助は一切行わないということで基本的

な確認もさせていただいて、昨日、基本合意

書の締結もさせていただいたところでござい

ますので、不足をした場合についても、町と

して補填をするということは条項の中からも

見当たらないので、補填をする予定はござい

ません。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） ちょっと戻る話に

なって恐縮するのですが、預託牛の単価であ

ります。もともと美幌町の酪農家が預ける単

価と、町外からの預け入れる単価、単価と言

うか、地域からってあると思うのですよ。例

えば、ワタミさん以外の、他の預託をされる

方、それも美幌町外の方で、そういう面でも

単価は変わらないということなのでしょう

か。ちょっと私の思い違いがあったら仕方な

いもので、今おっしゃったことは、美幌町

の、あえて言えば、牛は牧場経営の中で、そ

の単価という趣旨だけだったのか、そこら

辺、くどいようでありますが、いま一度お教

え願えないでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 公社主幹。

○公社主幹（広島 学君） 美幌町で運営を

してきたときも、町内牛は２２０円、町外牛

は２６０円という形の単価設定をさせていた

だいておりました。それで、２５年度以降、

ワタミが預託を受ける場合についても、単価

はその単価でしてやっていただくということ

で確認はさせていただいております。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第６８号財産の貸付けにつ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎追加日程第３ 議案第６９号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第３ 議案

第６９号平成２４年度美幌町一般会計補正予

算（第１３号）についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 追加議案の７

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第６９号平成２４年度美幌町一般会計

補正予算（第１３号）について御説明を申し

上げます。

今回の補正は、国の平成２４年度補正予

算、日本再生に向けた緊急経済対策に伴いま

す交付金の内定を受けた事業に伴う予算化を

行おうとするものであります。

平成２４年度美幌町の一般会計補正予算

（第１３号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２億１,８２９万円を追加し、歳入歳

出予それぞれ９８億７,６５１万８,０００円

とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

地方債の補正でございます。

第２条、地方債の追加は、第２表、地方債

補正で御説明を申し上げます。

それでは、１０ページをお開きいただきた

いと思います。

第２表、地方債補正について、御説明を申

し上げます。

起債の目的でありますが、町道整備事業と

いうことで、補正額が７,６８０万円でござ

います。これは、平成２５年度以降に町単独

事業で計画しておりました町道の舗装補修工
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事、オーバーレイでございますが、これにつ

きまして、このたびの平成２４年度国の補正

予算により、新規の補助制度として舗装修繕

が認められることになったことに伴いまし

て、町道第９号道路ほか４路線を実施するも

ので、この事業のうち、工事費の国庫補助金

１０分の６の残を起債に求めるもので、この

起債は補正予算債でありまして、充当率は１

００％、地方交付税措置は、４５％が公債費

として元利償還金に算入されます。残りの５

５％が単位費用に算入されるものでありま

す。今回の補正によりまして、本年度の地方

債総額を６億４,２１０万円とするものであ

ります。

それでは次に、１７ページをお開きいただ

きたいと思います。

歳出でございますが、舗装の修繕の補助要

件が、ひび割れ率が４０％以上、または、わ

だち掘れ量が４０ミリ以上である箇所に限る

ことから、路面性状調査を実施するというこ

とが義務づけられております。そこで、道路

橋梁費の、道路橋梁維持管理事業、業務委託

料にあります路面性状調査業務委託料２,６

１５万円をかけまして、まずはその調査を実

施し、補助要件に合った箇所を修繕をしよう

とするものでございます。

工事請負費は１億９,２１４万円を見込ん

でおりますけれども、工事内容につきまして

は、後ほど建設水道部長より御説明を申し上

げます。

次に、歳入を御説明いたしますので、１５

ページにお戻りいただきたいと思います。

歳入でありますけれども、国庫補助金であ

ります。

社会資本整備総合交付金ということで、１

億３,０９７万４,０００円でございます。こ

れは事業費総体、路面性状調査業務委託料と

工事請負費合わせて２億１,８２９万円の１

０分の６が交付金として交付されるものでご

ざいます。

次の財政調整基金繰入金の増１,０５１万

６,０００円につきましては、今回の財源調

整を財政調整基金繰入金で行うものでありま

す。これによりまして、年度末における基金

残高は８億７,７９０万７,０００円となる見

込みでございます。

最後になりますが、町道整備事業の起債で

ございますが、７,６８０万円。第２表、地

方債補正で御説明いたしましたが、これは、

工事請負費１億９,２１４万円のうち、国庫

補助１０分の６の残について１００％の地方

債を発行するものでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 工事内容に

ついて御説明いたしますので、追加資料の３

ページをお開きください。

資料５４、議案第６９号関係であります。

舗装補修路線５路線であります。図面の中ほ

ど、町道第９号道路。施工箇所は、美富の池

野様宅から、豊幌４１線町道第８８４号道路

までの車道幅員６メーター、延長３,９００

メーターを予定しております。路面の性状調

査は、４５線町道第１４１号道路までの６,

４００メーターを調査いたします。

次に、図面の右上、町道第１９号道路。施

工箇所は、報徳の美幌高校入り口から森商会

様までの車道幅員５.５メーター、延長８５

０メーターを予定しております。路面の性状

調査は報徳共同墓地までの５,５００メー

ターを調査いたします。

次に、図面の左、第２４号道路。施工箇所

は、美禽の国道３９号勝本車両様から清野様

宅までの車道幅員５.５メーター、延長１,０

００メーターを予定しております。路面の性

状調査は、豊岡の道道北見端野美幌線までの

４,９００メーターを調査いたします。

次に、図面の右中、町道第３０号道路。施

工箇所は、稲美の国道２４３号美幌自動車学

校から美幌川にかかる稲美橋までの車道幅員

６メーター、延長１,０００メーターを予定

しております。路面の性状調査は、報徳の２

７線町道第１９号道路までの３,１００メー
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ターを予定しております。

次に、図面の中上、町道第１２７号道路。

施工箇所は瑞治の国道３９号、葛西木材工業

様から道道北見端野美幌線日甜資材置場まで

の車道幅員５.５メーター、延長３４０メー

ターを予定しております。路面の性状調査

は、施行延長と同じ３４０メーターを調査い

たします。

特定財源充当内訳は、国庫支出金補助金１

０分の６、調査充当率は１００％でありま

す。

以上、御説明いたしましたので、よろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） 国から今回、うれ

しいことに、簡単に言えばお金が当たると。

それで、まず１点目ですね。これは、舗装だ

けしか扱えない社会資本整備のためのお金な

のか、あえて言えば。ただ、こちらがメ

ニューとしてたくさんある中、舗装を選ばれ

たという趣旨なのかというのを、まず１点聞

かせてください。

２点目であります。私は町の中でも、舗装

という意味では、傷んでいる場所はかなりあ

るのかなと思っていますが、そこら辺の兼ね

合い、美幌町が申し込んだ兼ね合い、どうい

う形で、見た感じ、町の中はないものですか

ら、美幌町としての申し込みの姿勢として、

どういう基準で選ばれたのかなと。

それからもう一つ、後でいいですけれど

も、要求として、厚み何センチ、これ、オー

バーレイなのか、ちょっと聞き漏らしたもの

ですから、あえて言えば、舗装を全部ひっく

り返して、転圧しないでぽんとやるのか、傷

んでいる上に、オーバーレイと言うのだと思

うのですけれども、乗っけるような仕様なの

か、いろいろあると思いますので、できた

ら、その区分け、厚さ何センチだとかという

ことがなかったら、ちょっと理解できない部

分もありますから、これは後でよろしいです

から、その点御配慮いただければ、議長、要

求しておりますので、取り計らいお願いいた

します、資料として。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） まず、１点

目のメニューにつきましては、議員のおっ

しゃるとおり、舗装補修、オーバーレイとい

う形の部分の中で、今回、他にいろいろなメ

ニューありますけれども、美幌町はその部分

を要望させていただきました。

２点目、舗装の、町の中もあるという関係

なのですけれども、２５年度以降の実施計画

の中に載っている路線につきましては、路盤

以降につきましては、きちんと改良がされて

いる部分の中の舗装の劣化についてオーバー

レイをするもので、町の中の部分の、舗装は

しておりますけれども、路盤の厚さが凍結深

度の以下になっていないとか、そういう形の

も改良しなければならないものについては、

今回要望をしておりません。

それから、３点目、オーバーレイする、わ

だち掘れとかひび割れの率を決めて、対象に

なる路線についてのオーバーレイの舗装、３

センチになるのか、４センチになるのか、こ

れは路面の性状調査によって決まりますの

で、参考資料とかおっしゃられましたけれど

も、それは、委託後の部分の結果に基づい

て、どういうような補修方法をとるのかとい

う形の部分で数値が決まってきますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 気持ちとしては余

りお聞きしたくないのですが、オーバーレイ

といっても、設計上、金額をはじくために

は、平均はこれぐらいだろうということで、

平米数を掛けたりなさっているものだと私は

見ているのですよ。今の理屈だったら、現場

がいい悪いではないですよ、どこそこは３,

０００万円、どこそこは何千万円という数字

自体が上がってこないと思うのですよ。今

回、この数字も見させていただいていますの
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で、基本的な、実施に当たっては、今、部長

がおっしゃったとおりかなと思ってみたり。

思ってみたりですよ。やってみなければわか

らないというのだったら、この金額もわから

ない部分もあります。ただ、私が言いたいの

は、いろいろなメニューの中で、あえて言え

ば舗装を選ばれたという表現に聞こえたもの

で、それで別の角度で、同じことをメニュー

ということでお聞かせ願いたいのですが、こ

の合致するものしかないなら話は別ですけれ

ども、もしかしたら、このお金をすぐ対応と

るために、手っ取り早いから申し込まれたの

か。そこら辺、もともと図面等がそろってい

れば、あえて言えば、改良も含めた道路もで

きたのかなと思ってみたり、そこら辺、いま

一度、お教え願えればありがたいと思ってい

ます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 予算の要望

する部分につきましては、先ほど言いました

ように、対象となる路線につきましては、わ

だち掘れ量が４センチ。当然、レベリング層

ということで４センチ、全面でなくて４セン

チ、そして、オーバーレイの表層の３センチ

を、それぞれの幅員、先ほどおっしゃいまし

た車道幅員と延長で予算を計上している額で

ございます。その部分の、うちのほうで要望

した概算の部分が、実際的にその路線の全線

の部分で対象となるかどうかについては、路

面の性状調査結果をもとにして実施されると

いうふうに御理解いただきたいと思います。

それと、ほかのほうの部分のメニュー、ど

うなのかという形につきまして、今回、いろ

いろな形の部分の、前倒しの形の部分の対象

にならないかという形の部分でありましたけ

れども、他のいろいろな部分については実施

とか調査だとか、または長寿命化の中の部分

のそういう計画がそろっていないという条件

の中で、今回、実施設計もできて、なおかつ

オーバーレイもできる。今までは、修繕関係

については認められなかったものが、今回初

めて、このオーバーレイが補助対象になった

ということで、急遽、そういう路面調査もで

きるという中で、急遽、そういう形の部分

で、この部分を選択して要望させていただき

ました。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第６９号平成２４年度美幌

町一般会計補正予算（第１３号）についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は原案のとおり可決され

ました。

─────────────────────

◎日程第５ 意見書案第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 意見書案

第２号平成２５年度地方財政対策に関する意

見書についてを議題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて、別紙記載の提出先に提出することと

いたします。

─────────────────────

◎日程第６ 意見書案第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 意見書案

第３号札幌航空交通管制部の存続・充実を求

める意見書についてを議題とします。
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これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま、可決されました意見書は、議長

において、別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

─────────────────────

◎日程第７ 意見書案第４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 意見書案

第４号安心できる介護制度の実現を求める意

見書についてを議題とします。

これから、本意見書案について直ちに採決

します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま、可決されました意見書は、議長

において、別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

─────────────────────

◎日程第８ 報告第１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第８ 報告第１

号専決処分の報告について、お手元に配付し

ているとおり、報告書の提出がありましたの

で、お聞きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１号専決処分の報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎日程第９ 報告第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 報告第２

号定期監査報告について、お手元に配付して

いるとおり、報告書の提出がありましたの

で、お聞きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第２号定期監査報告については、

これで終わります。

─────────────────────

◎日程第１０ 報告第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１０ 報告第

３号例月出納検査報告について（１１月分か

ら１月分）、お手元に配付しているとおり、

報告書の提出がありましたので、お聞きする

ことがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第３号例月出納検査報告について

（１１月から１月分）は、これで終わりま

す。

─────────────────────

◎日程第１１ 閉会中の継続調査について

○議長（古舘繁夫君） 日程第１１ 閉会中

の継続調査について、各委員会からお手元に

配付した印刷物のとおりの申し出がありまし

たので、これを承認するに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員会からの申し出のとお

り承認することに決定しました。

─────────────────────

◎閉会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本定例会に付議されました案件は、全て終

了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によ

り、本日で閉会いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は本日で閉会するこ

とに決定しました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 会議を閉じます。

これで、平成２５年第１回美幌町議会定例

会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時５１分 閉会
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